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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

■進捗管理シートの構成は次のとおりです。
○表紙
○施策体系
○評価項目 ※事業担当課等の記載あり

○達成指標

・施策ごとの達成指標を記載していますのでご確認ください。
・第９期計画では、一部の事業のみ数値目標を設定しています。
　また、第８期の考え方を継承し事業を実施することで、市民の皆様が「どのように
感じているかの割合」や「各種事業の認知度」などのアウトカム指標」を設定してい
ます。

　例）【基本施策１】の達成指標：『今後も住み続けたいとまちだと思う人の割合』

【指標が達成できたかの確認】
・令和６年度から令和８年度の事業実施により、この指標が達成できたかは、
　各種アンケート等で判断することしています。

○評価基準

・第９期計画では、４段階評価を採用します。
・各年度における事業実施実績や事業への取組姿勢、計画の達成度等を総合的に評価
します。
・総合的に評価した結果、概ね計画どおりの取組であった場合は「Ａ」評価とし、そ
れを上回る高評価の場合は「Ａ+」、低評価の場合は「Ｂ」「Ｃ」を選択することとし
ます。

【進捗管理シート(個表)】
●基本目標１ 　施策１～４

【取組内容】
・計画の項目のみを記載しています。

【令和７年度実施内容】
・令和７年度の実施内容、実績数値等を記載しています。

【令和７年度　実施結果に係る評価】
・令和７年度の実施結果に係る評価を記載しています。

【自己評価（令和７年度）】
・上記の評価基準に基づき、４段階評価の結果を記載しています。

【次年度以降の取組・対応策等】
・令和７年度の評価を受けて、また、令和８年度に向けての取組、対応策等を記載し
ています。

●基本目標２（同上） 　施策５～６

●基本目標３（同上） 　施策７～８

●基本目標４（同上） 　施策９～１０

『南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画』の進捗管理シートについて

総合評価 評価基準・状態像

Ａ+
計画値や前年度を上回る結果。
十分な成果があった。

Ａ
概ね計画どおりの結果。
（計画値や前年度の取組と概ね同じ水準で実施できた。）

Ｂ
計画値や前年度を下回る結果。
取組にも不十分な点があった。

Ｃ
計画値や前年度を大きく下回る結果（又は未実施の状況）。
取組に改善を必要とする点が多い



南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

●基本目標５（同上） 　施策１１～１３



南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本理念

（１）地域包括支援センターの機能強化 

（２）地域のネットワークの充実

（３）地域包括ケアシステム“美山モデル”の構築

基本施策２：
在宅医療・介護連携の推進

（１）医療と介護の連携強化

（１）住まいの選択に関する支援

（２）高齢者の住まいの確保
　　　（介護保険施設以外の高齢者施設等の整備）

（１）防災対策・災害時の支援体制の構築

（２）感染症への対策

（３）防犯・消費者被害対策

（４）高齢者の交通安全対策

（１）健康管理・健康づくり

（２）介護予防・重度化防止の推進

（３）後期高齢者の特性を踏まえた健康づくり
　　　（保健事業と介護予防の一体的実施）

（１）生きがいづくりの推進

（２）高齢者の就業機会の拡大

（１）認知症高齢者を支える地域づくり

（２）認知症施策推進体制の強化

（３）認知症初期集中支援事業の推進

（１）高齢者虐待防止対策の推進

（２）老人保護措置制度の活用

（３）成年後見制度の利用促進・啓発

基本施策９：
介護予防・生活支援サービスの充実

（１）介護予防・生活支援サービスの取組

（１）在宅福祉サービスの充実

（２）家族介護者の支援

（１）施設・居住系サービス

（２）在宅サービス

（１）介護人材確保の取組

（２）やりがいのある職場づくり

（１）介護保険制度の理解の醸成

（２）適正な介護認定審査会の運営

（３）介護給付等の適正化への取組
　　　（介護給付適正化計画）

（４）介護サービスの質の向上

■施策体系

基本目標 施策の展開

基本施策１：
地域包括ケアシステムの深化・推進

基本施策３：
住まい・生活の場の支援 

基本施策４：
高齢者の安心・安全の確保

２
健康で生き生きと暮らせ
るまちづくり

基本施策５：
健康づくり・介護予防の推進

基本施策６：
高齢者の社会参加などによる生きがいづく
りの推進

３
互いに認め合い尊厳を守
るまちづくり

基本施策７：
認知症高齢者支援策の推進

基本施策８：
高齢者の尊厳を守る権利擁護の推進

４
住み慣れた地域で暮らし
続けられるまちづくり 基本施策10：

介護保険外の在宅福祉サービスの充実

基本施策11：
介護サービスの確保方策

基本施策12：
介護サービス従事者の人材確保

基本施策13：
介護給付の適正化

健
康
で
生
き
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と
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つ
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り
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ら
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１
安心していつまでも暮ら
せるまちづくり

５
介護サービス基盤の安
定・強化
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■評価項目

主な事業 担当課
計画の
ﾍﾟｰｼﾞ

（１）地域包括支援センターの機能強化 包括的支援事業 高齢福祉課 40

（２）地域のネットワークの充実
包括的支援事業
見守り協定
生活支援体制整備事業

高齢福祉課 41

（３）地域包括ケアシステム“美山モデル”の構築 地域包括ケアシステム推進事業 地域医療室 43

基本施策２：
在宅医療・介護連携の推進

（１）医療と介護の連携強化 在宅医療・介護連携推進事業 高齢福祉課 44

（１）住まいの選択に関する支援 住宅改修費支給事業 高齢福祉課 45

（２）高齢者の住まいの確保
　　　（介護保険施設以外の高齢者施設等の整備）

高齢福祉課 45

（１）防災対策・災害時の支援体制の構築 災害時要配慮者台帳台帳整備事業
福祉相談課
高齢福祉課

48

（２）感染症への対策 予防接種事業
健幸まちづくり課

高齢福祉課
48

（３）防犯・消費者被害対策 総務課 49

（４）高齢者の交通安全対策 高齢者運転免許証自主返納支援事業 総務課 49

（１）健康管理・健康づくり
各種検診事業　他
健康ポイント事業

健幸まちづくり課 50

（２）介護予防・重度化防止の推進
介護予防普及啓発事業
地域介護予防活動支援事業
地域リハビリテーション活動支援事業

健幸まちづくり課
高齢福祉課

51

（３）後期高齢者の特性を踏まえた健康づくり
　　　（保健事業と介護予防の一体的実施）

後期高齢者保健事業 健幸まちづくり課 53

高齢者福祉施設管理運営事業
老人クラブ活動助成事業

高齢福祉課

（１）生きがいづくりの推進 地域福祉推進事業 福祉相談課 55

「学びの南丹」 社会教育課

（２）高齢者の就業機会の拡大 シルバー人材センター運営助成事業 高齢福祉課 57

（１）認知症高齢者を支える地域づくり
認知症地域支援・ケア向上事業
徘徊SOS「つながろう南丹ネット」事業

高齢福祉課 58

（２）認知症施策推進体制の強化 認知症地域支援・ケア向上事業 高齢福祉課 59

（３）認知症初期集中支援事業の推進 認知症初期集中支援推進事業 高齢福祉課 60

（１）高齢者虐待防止対策の推進 高齢者虐待防止事業 高齢福祉課 61

（２）老人保護措置制度の活用 老人保護措置制度 高齢福祉課 61

（３）成年後見制度の利用促進・啓発 成年後見制度利用促進事業 福祉相談課 62

基本施策９：
介護予防・生活支援サービスの
充実

（１）介護予防・生活支援サービスの取組 介護予防・生活支援サービス事業 高齢福祉課 63

（１）在宅福祉サービスの充実

外出支援サービス事業
あんしん見守りシステム事業
高齢者等除雪対策事業
食の自立支援サービス事業
住宅改修支援事業

高齢福祉課 65

（２）家族介護者の支援
介護用品支援事業
家族介護者交流事業
家族介護慰労事業

高齢福祉課 66

（１）施設・居住系サービス 高齢福祉課 67

（２）在宅サービス 高齢福祉課 68

（１）介護人材確保の取組 介護人材確保・定着支援事業 高齢福祉課 69

（２）やりがいのある職場づくり 高齢福祉課 71

（１）介護保険制度の理解の醸成 高齢福祉課 72

（２）適正な介護認定審査会の運営 高齢福祉課 72

（３）介護給付等の適正化への取組
　　　（介護給付適正化計画）

高齢福祉課 72

（４）介護サービスの質の向上 介護相談員派遣事業 高齢福祉課 74

基本目標 項　目

基本施策１：
地域包括ケアシステムの深化・
推進

基本施策３：
住まい・生活の場の支援 

基本施策４：
高齢者の安心・安全の確保

基本施策５：
健康づくり・介護予防の推進

基本施策６：
高齢者の社会参加などによる生
きがいづくりの推進

３

基本施策７：
認知症高齢者支援策の推進

基本施策８：
高齢者の尊厳を守る権利擁護の
推進

４
基本施策10：
介護保険外の在宅福祉サービス
の充実

基本施策11：
介護サービスの確保方策

基本施策12：
介護サービス従事者の人材確保

基本施策13：
介護給付の適正化

１

２

５
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■施策の達成指標

基本理念　『健康で生き生きと、つながりながら暮らせるまち』

第７期 現状値
（第８期）

27.9% 27.6% ↗ 増加 32.6%

45.4% 41.0% ↗ 増加 46.0%

－ 38.2% ↗ 向上 50.0%

基本
目標

施　策 第７期 現状値
（第８期）

施策（取組項目）

1 27.2% 25.3% ↗ 向上 30.3% （１）地域包括支援センターの機能強化 

2 75.5% 74.0% ↗ 増加 79.0% （２）地域のネットワークの充実

3 60.4% 61.0% ↗ 増加 66.0% （３）地域包括ケアシステム“美山モデル”の構築

1 － 18.4% ↗ 増加 23.4% （１）医療と介護の連携強化

2 76.4% 79.3% ↗ 増加 84.3%

1 － 55.4% ↗ 向上 60.4% （１）住まいの選択に関する支援

（２）高齢者の住まいの確保
　　　（介護保険施設以外の高齢者施設等の整備）

1 74.9% 77.4% ↗ 増加 82.4% （１）防災対策・災害時の支援体制の構築

2 31.2% 36.4% ↗ 増加 41.4% （２）感染症への対策

（３）防犯・消費者被害対策

（４）高齢者の交通安全対策

1 76.0% 75.8% ↗ 増加 80.8% （１）健康管理・健康づくり

男性 80.5歳 80.6歳 ↗ 延伸 80.9歳 （２）介護予防・重度化防止の推進

女性 84.3歳 83.9歳 ↗ 延伸 84.3歳
（３）後期高齢者の特性を踏まえた健康づくり
　　　（保健事業と介護予防の一体的実施）

40～74歳 15.7% 42.0%

75歳以上 15.6% 25.0%

4 － 1,700人

5 503人 474 人 → 維持 474人

1 70.3% 73.5% ↗ 増加 78.5% （１）生きがいづくりの推進

2 22.8% 28.0% ↘ 減少 22.8% （２）高齢者の就業機会の拡大

3 31.6% 33.1% ↗ 増加 38.1%

1 42.9% 39.6% ↗ 増加 44.6% （１）認知症高齢者を支える地域づくり

2 37.6% 34.4% ↗ 増加 39.4% （２）認知症施策推進体制の強化

3 44.1% 49.1% ↘ 減少 44.1% （３）認知症初期集中支援事業の推進

4 165ヵ所 200ヵ所 ↗ 増加 210ヵ所

1 30.1% 29.5% ↗ 向上 34.5% （１）高齢者虐待防止対策の推進

（２）老人保護措置制度の活用

（３）成年後見制度の利用促進・啓発

1 48.3% 55.9% ↗ 増加 60.9% （１）介護予防・生活支援サービスの取組

2 58.3% 56.8% ↗ 増加 61.8%

3 31.9% 28.7% ↗ 増加 33.7%

1 － 34.0% ↗ 向上 39.0% （１）在宅福祉サービスの充実

（２）家族介護者の支援

1 69.6% 56.3% ↗ 増加 69.6% （１）施設・居住系サービス

2 12.5% 12.6% ↘ 減少 12.5% （２）在宅サービス

3 56.4% 66.9% ↘ 減少 56.4%

1 23.8% 23.8% ↗ 増加 28.8% （１）介護人材確保の取組

2 25.0% 10.0% ↗ 増加 20.0% （２）やりがいのある職場づくり

3 － －

1 50.0% 53.3% ↗ 向上 58.3% （１）介護保険制度の理解の醸成

2 53.8% 48.8% ↗ 増加 53.8% （２）適正な介護認定審査会の運営

（３）介護給付等の適正化への取組
　　　（介護給付適正化計画）

（４）介護サービスの質の向上

基本理念に対する達成指標 第９期達成目標
（令和８年度）

　高齢者にとって安心して暮らせるまちだと思う人の割合

　主観的幸福度の高い高齢者の割合

　基本施策の達成度

基本施策に対する達成指標
第９期達成目標
（令和８年度）

地域包括支援センターの認知度

近所や地域で手助けを必要としている方に対して協力でき
る高齢者の割合

今後も住み続けたいとまちだと思う人の割合　

在宅療養ができると考える高齢者の割合

医療機関等との連携ができていると考えるケアマネジャー
の割合

住環境の満足度

災害時に避難等の手助けしてくれる人がいる高齢者の割合

防災の面で、安心して暮らせるまちだと考える人の割合

主観的健康感が高い高齢者の割合

目標  　51.0%

目標  　30.0%

健康ポイント事業参加者数 目標   3,500人

新規要介護（要支援）認定者数

趣味、生きがいのある高齢者の割合

閉じこもりリスクのある高齢者の割合

収入のある仕事をしている高齢者の割合

認知症に対して肯定的なイメージを持つ高齢者の割合

認知症に関する相談窓口の認知度

認知機能低下リスクのある高齢者の割合

徘徊ＳＯＳ『つながろう南丹ネット』の協力事業所数

成年後見制度の認知度

グループ活動に月１回以上参加している高齢者の割合

地域の活動に参加したい高齢者の割合

地域の活動で企画運営として参加意向のある高齢者の割合

在宅福祉サービスの充実度

介護サービスを必要なだけ利用できている人の割合

介護が理由で離職等した人の割合

介護が理由で働き方の調整等をしている人の割合

介護従事者が足りている事業者の割合

必要な人材を速やかに採用できている事業者の割合

介護ロボットやＩＣＴを導入し、職場環境の改善に取り組
んでいる事業所の割合

目標  　50.0％

介護給付適正化計画の達成度

ケアプラン（介護サービス計画）に満足している人の割合

基本施策１：
地域包括ケアシステムの深
化・推進

基本施策２：
在宅医療・介護連携の推進

基本施策３：
住まい・生活の場の支援 

基本施策４：
高齢者の安心・安全の確保

2 健康寿命

3 健診受診率

基本施策６：
高齢者の社会参加などによ
る生きがいづくりの推進

基本施策７：
認知症高齢者支援策の推進

基本施策８：
高齢者の尊厳を守る権利擁
護の推進

４

基本施策９：
介護予防・生活支援サービ
スの充実

基本施策10：
介護保険外の在宅福祉サー
ビスの充実

基本施策11：
介護サービスの確保方策

基本施策12：
介護サービス従事者の人材
確保

基本施策13：
介護給付の適正化

１

２

基本施策５：
健康づくり・介護予防の推
進

３

５



南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

（１）地域包括支援セ
ンターの機能強化

○支援体制の強化、事業の効率・効果的
な実施

○総合相談支援の充実

・南丹地域包括支援センター運営協議会
　　令和7年7月9日
・地域包括支援センターと関係機関の情報連携会議（毎
月開催）
・総合相談件数（新規受付）　
　　R6:733件
　　R7:587件

・ケアマネジャーからの相談に応じ、困難
事例対応への助言や、各種情報提供を実施
した。
　併せて、事務所外での出張相談を行うこ
とで、包括支援センターの認知度向上に加
え、気楽に相談できる場として活動を継続
することができた。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・困ったとき、いざというときの総合相談窓
口としての認知度向上に努めるとともに、引
き続きケアマネジャーへの支援を行い、高齢
者への総合支援につなげていく。 高齢福祉課

●生活支援体制整備事業 ・生活支援コーディネーターを各日常生活圏域（各町）
に配置　4人

・協議体（たすけあい会議）の設置
　【第１層協議体】
　　南丹たすけあい会議　令和8年1月27日
　【第２層協議体】
　※各地域で開催される様々な会議の場を「たすけあい
会議」と位置づけている
　　園部たすけあい会議
　　　　　　計4回（企画小委員会）
　　八木たすけあい会議
　　　　　　計21回（ネットワーク会議）
    日吉たすけあい会議
　　　　　　計13回（相談会等）
　　みやま包括の会（美山）
　　　　　　計6回（美山包括の会）
その他、たすけあい会議以外にも活動を実施

・第１層協議体では、各日常生活圏域（第
２層協議体）の活動状況について情報共有
等を行う。
・第２層協議体では、生活支援コーディ
ネーターが地域活動に加わり、その活動や
「たすけあい会議」を通じて地域が抱えて
いる課題や社会資源を把握した。
　また、会議内容を踏まえて、地域の関係
者や関係機関の協力を得ながら課題解決に
向けた取組を実施した。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・引き続き、生活支援コーディネーターを各
日常生活圏域に配置する。
・コーディネーターの地域に根差した活動や
「たすけあい会議」により、地域課題の掘り
起こしや関係者のネットワークづくり、地域
の新たな居場所やサービスの創出、担い手の
育成等、地域住民による課題解決を進め、高
齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる
ように取り組む。

高齢福祉課

（３）地域包括ケアシ
ステム“美山モデル”
の構築

○全世代型地域包括ケアシステム「美山
モデル」の構築

・関係機関との連携会議　12回
・サロン参加　　　　　　 8回 
・研修会　　　　　　　　 3回
・訪問健康相談　　　　 　0回（令和8年2月実施予定）
・健康関連のデータ収集・まとめ

・みやま包括の会を定期的に開催し、
▶サロンや訪問健康相談、各振興会新聞等を
通じて、個人及び地域の健康づくりへの情
報提供を行った。
▶サロンの主催者へ、実施する上での工夫や
懸念点を情報収集した。
▶サロン等に出向きワークショップを通じ
て、健幸の森・美山プロジェクトを推進し
ていく方向性が定まった。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・サロンの参加者や主催者から、実施状況や
思い等の情報を集約し、情報発信を行うこと
で、サロン間の活性化につなげる。
・みやま包括の会が核となり、サロン等に出
向き、健康や幸せにつながる秘訣を出し合う
ワークショップを実施する。
・ワークショップを重ね、健康と幸せの要因
を集め・広げ、健幸の森・美山プロジェクト
を実行していく。

地域医療室

２
、
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

（１）医療と介護の連
携強化

〇制度の周知・啓発

〇医療と介護の連携体制の強化

・健幸セミナー開催　令和8年2月28日
　演題：「暮らしに潜む健康のクスリとリスク：健康で
暮らし続ける新たな考え方」

・「在宅ケア講演会」をなんたん健幸ポイ
ント事業との連携事業として開催予定。
「健幸セミナー」として南丹みやま診療
所、美山林健センター診療所　西岡医師を
講師に迎え、介護医療関係者、市民に広く
普及啓発を行う。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・講演会等の実施と並行して、より効果的・
効率的な啓発活動を実施していきたい。
・高齢者が医療機関への受診・入院が必要に
なった時や退院時等、スムーズに必要な医
療・介護サービスが利用できるようにするた
めの課題等を把握し、関係機関の連携強化に
つなげていきたい。

高齢福祉課

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標１】　安心していつまでも暮らせるまちづくり

取組内容

１
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進

（２）地域のネット
ワークの充実

○地域ぐるみの見守り体制の充実

○地域ケア会議・地域ケア個別会議の推
進

・地域ケア推進会議回数
　　R6: 1回
　　R7: 1回　令和7年10月15日
　　　　　 　 73人参加（ｽﾀｯﾌ除く）
・地域ケア個別会議回数
　　R6:34回
　　R7:54回

・地域ケア推進会議は「地域コミュニティ
の可能性」をテーマに開催した。
　地域住民や団体、医療・介護の専門職等
の多くの参加者のもと、それぞれの立場の
活動を知り、コミュニティが持つ効果につ
いて考える機会となり、参加者間のつなが
りができた。
・個別会議については、各専門職が集まっ
て、必要な連携をすることができた。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・様々な立場の方が参加する各種会議や活動
を通じて、地域と関係機関との連携を深める
ことを続けていく。
・地域ケア推進会議、個別会議ともに、地域
での情報共有や連携を強めていくためのツー
ルとして積極的に実施していきたい。
・地域ケア推進会議では身近な事例を取り上
げる。

高齢福祉課

1



南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標１】　安心していつまでも暮らせるまちづくり

取組内容

（１）住まいの選択に
関する支援

○高齢者の住まいの情報提供 ・市内のサービス付き高齢者向け住宅等については、そ
の都度、京都府と連携し必要な情報を共有している。
・利用者及びその家族等からの住まいの相談や問合せが
あれば、市内事業所・高齢者福祉施設の一覧を提供する
とともに、住まいの特徴や入所条件等を説明している。
・住み慣れた住居での生活をできる限り継続できるよ
う、高齢者福祉ガイドブックなどを活用し、介護保険住
宅改修の啓発を行った。

・高齢者向け住宅や高齢者福祉施設は一定
数整備されているが、持ち家・公営住宅等
を含め、市全体の将来を見据えた住まいの
在り方の検討が進んでいない。

評価【Ｂ】
計画を下回
る

・高齢者の住まいの在り方及び住み慣れた住
居で暮らし続けられるための必要な支援策等
について住宅関係部署と連携しながら検討し
ていく。

高齢福祉課

（２）高齢者の住まい
の確保（介護保険施設
以外の高齢者施設等の
整備）

●養護老人ホーム
●軽費老人ホーム（Ａ型・Ｂ型）
●軽費老人ホーム（ケアハウス）
●有料老人ホーム
●サービス付き高齢者向け住宅（サ高
住）

【高齢者施設の整備状況】
〈園部圏域〉
・令和７年度から「高齢者あんしんサポートハウス」の
新規運用開始。
※令和８年中に「住宅型有料老人ホーム」が開設予定

・「高齢者あんしんサポートハウス」の新
たな開設により、高齢者の住まいのさらな
る充実を図ることができた。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・既存高齢者福祉施設を維持し続けられるよ
うに努めるとともに、事業実施法人と連携を
強化する中で、住まいのさらなる充実をめざ
ず。 高齢福祉課

・高齢者の災害時要配慮者支援台帳
　　登録者数（全体）
　　　R6:延べ1,960人
　　　R7:延べ1,947人
　　対象者に対する登録率
　　　R6:38.9％
　　　R7:40.7％

※登録者数は、
　「65歳以上の一人ぐらし高齢者」
　「75歳以上のみで構成される世帯の者」
　「要介護3・4・5の認定を受けている者」を集計

・令和7年7月に、令和7年度の定期更新台帳
を関係機関に配付した。
・令和8年1月に、新たに「65歳以上の一人
ぐらし高齢者」「75歳以上のみで構成され
る世帯の者」「要介護3.4.5の認定を受けて
いる者」に該当する方へ新規勧奨を実施し
た。
・近年、大規模災害が頻発するなか、真に
支援を必要としている方が登録され、要配
慮者支援体制を整備することが喫緊の課題
である。そのため、民生児童委員など関係
機関と連携しながら制度の周知を行う。

・登録内容を最新に保つように引き続き台帳
整備を実施する。
・市民に対する「災害時要配慮者支援台帳制
度」の周知とともに、災害時の支援、平時の
防災対策等に台帳を有効に活用していただく
ため、関係機関や地域の関係者との連携や周
知を強化する。 福祉相談課

・介護事業所の業務継続計画（災害分）の策定状況確
認、計画実施の啓発等

・介護保険法に基づく集団指導・運営指導
において、非常災害時における備え、対策
等に対する確認、啓発を行った。

・介護事業所等における非常災害等への備え
について、事業所の集団指導等で周知、自主
点検を促すとともに必要な情報提供を行う。 高齢福祉課

（２）感染症への対策

○感染症への備えと対応

○介護事業所等との連携

・高齢者インフルエンザワクチン接種の実施
　　時　　期：令和7年10～12月末まで　
　　接種者数：5,045人　(65歳未満1名含む)　
・新型コロナワクチン接種の実施
　　時　　期：令和7年10月～8年1月末まで　
　　接種者数：642人　　(65歳未満1名含む)　
・高齢者肺炎球菌ワクチン接種の実施
　　対 象 者：65歳の者
　　接種者数：146人
・帯状疱疹ワクチン
　　対象者：年度内に65,70,75.80.85.90.95.100歳以上
を迎える者
　　接種者数：生264人
　　　　　　　組み換え①298人　組み換え②205人　
・感染予防に関する情報をホームページで広報を行っ
た。

・高齢者に対する予防接種を、医療機関と
連携し適切に進めた。
・インフルエンザワクチン接種に関して
は、今冬は早い時期に流行がきたが、概ね
希望者へのワクチン接種は実施できた。
・新型コロナワクチンについては、昨年度
から自己負担金を支払っての接種事業と
なったこともあり、接種者数が減少してい
る。
・高齢者肺炎球菌ワクチン接種に関して
は、昨年度より65歳の定期接種のみの実施
となっている。年齢が対象となった月の最
初に適切に案内文と予診票を対象者に送付
し対応している。
・帯状疱疹ワクチンについては、対象者の
２割ほどの接種が見込まれる。組み換えワ
クチンについては、2回接種が必要なので、
年度末に完了できているか評価が必要。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・令和８年度は、高齢者肺炎球菌ワクチン事
業の対象ワクチンが変更になることや、高齢
者インフルエンザ予防接種事業の中で、75歳
以上の方には高用量のインフルエンザワクチ
ンが定期接種として認められ接種が始まるの
で、協力医療機関との調整及び対象者に必要
な情報提供を行い適切な接種を進める必要が
ある。

健幸まちづく
り課

３
、
住
ま
い
・
生
活
の
場
の
支
援

４
、
高
齢
者
の
安
心
・
安
全
の
確
保

（１）防災対策・災害
時の支援体制の構築

○災害時要配慮者への支援

○介護事業所等との連携

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標１】　安心していつまでも暮らせるまちづくり

取組内容

（３）防犯・消費者被
害対策

○防犯の啓発

○地域ぐるみの防犯体制の構築

・府民防犯旬間などにおいて、関係機関による街頭啓発
を実施し、チラシなどの啓発物品を配布
・防犯モデル地区の指定
・防災行政無線等による特殊詐欺等の情報発信
・防犯推進委員・警察署による青色防犯パトロールの実
施

・継続して防犯に関する取組を実施し、啓
発に努めることができた。
・警察署と連携し、防犯モデル地区を指定
（八木町南地区）した。モデル地区に防犯
カメラ・啓発看板を設置し年末警戒を実施
した。あわせて特殊詐欺に関する被害防止
のため、防災行政無線等で定期的に情報発
信し、注意を促した。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・引き続き、防犯に関する様々な取組を関係
機関で実施し、犯罪が減少するようにしてい
く。
・高齢者を狙った特殊詐欺事件が増加してお
り、その対策を立てるため消費生活担当課等
と連携する。

総務課

（４）高齢者の交通安
全対策

○交通安全の啓発

○高齢者の交通事故防止

・自動車運転免許証自主返納高齢者数
　　R6:109人
　　R7:102人（12月末現在）
・春と秋の全国交通安全運動及び夏と年末の交通事故防
止府民運動において、各種団体及び警察署と連携してス
タート式を開催
・交通安全啓発のぼり旗の掲出を年４回実施（運動期間
中の掲出）

・交通ルールの遵守、正しい交通マナーの
実践を目的に街頭啓発を実施し、交通安全
啓発と交通事故防止に努めることができ
た。
・運転免許証自主返納支援事業について
は、市民に浸透してきている。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・交通事故防止のため警察、各関係機関と緊
密に連携する。また、交通事故そのものの減
少を目指しつつ、南丹市管内の交通事故死者
数を限りなくゼロに近づけることを目標とし
て効果的な取組を行う。 総務課

４
、
高
齢
者
の
安
心
・
安
全
の
確
保
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

・健幸まちづくり推進協議会　令和7年7月29日
　　　　　　　　　　　　　　令和7年12月25日
・健幸まちづくり庁内推進本部プロジェクトチーム会議
　全体会　令和7年8月19日
　　　　　令和7年11月4日
　　　　　令和8年1月8日

・「南丹市健康増進・食育推進計画」に基づ
き実施している健診事業や健康寿命の延伸を
目指した取組について、健幸まちづくり推進
協議会にて報告及び評価を行った。各分野か
らの様々な意見や助言をもとに、今後の取組
に向けて検討できた。
・R8年度に第3次南丹市健康増進・食育推進計
画の策定を健幸まちづくり推進協議会で行う
べく条例改正を行うことについて、委員の同
意を得た。
・令和7年2月に、健幸まちづくり庁内推進本
部を設置た。プロジェクトチーム会議にて、
庁内連携により総合的かつ一体的に健幸まち
づくりを進めるための事業の取り組みについ
て協議を行った。

・市民の健康増進を支援するため、「南丹市
健康増進・食育推進計画」に基づき、市民が
健康づくりと生活習慣病予防のための正しい
知識を身に付け、健康づくりに取り組めるよ
うに、各種健康診査・各種がん検診を実施す
る。
・健診事業や取組について、健幸まちづくり
推進協議会で報告・評価を行い、各分野から
の様々な意見や助言を今後の取組に活かして
いく。
・R8年度に第3次南丹市健康増進・食育推進計
画を発展させた健幸まちづくり計画のため、
健幸まちづくり推進協議会にて協議を行い策
定する。
・健幸まちづくり庁内推進本部プロジェクト
チーム会議を開催し、庁内連携により総合的
かつ一体的に健幸まちづくりを進めるための
事業の取組について協議を継続する。

　<令和７年度受診者数>
・特定健診（40～74歳）:
（集団）1,218人（個別）333人（合計）1,551人
　　　　　　　　（R6）　1,695人  受診率　40.0％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  
・すこやか健診（75歳以上）：
（集団）904人（個別）678人（合計）1,582人
　　　　　　（R6）1,594人　受診率　28.3％　　
・胃がん検診　：（隔年、年度末偶数年齢に変更）
（集団）504人（個別）※71人（合計）　575人
　　　　　　（R6）1,245人　受診率　 8.1％
・肺がん検診　：　2,746人
　　　　　　（R6）2,988人　受診率　10.8％
・大腸がん検診：　2,802人
　　　　　　（R6）3,040人　受診率　12.0％
・乳がん検診　：（隔年、年度末偶数年齢を継続）
（集団）1,116人（個別）※107人（合計）1,223人
　　　　　　（R6）1,030人　受診率　27.1％
・子宮がん検診：（隔年、年度末偶数年齢に変更）
（集団）607人（個別）※180人（合計）787人
　　　　　　（R6）2,053人　受診率　24.5％
・歯周病予防健診（30～65歳）：※373人
　　　　　　（R6）404人　受診率　12.5％
・後期高齢者歯科健診（75歳）：※100人
　　　　　　　　　（R6）133人　受診率　24.1％
※個別健診、各歯科健診については、暫定値
　R7年度の受診率は法定報告後に記載

・団塊の世代の高齢化による対象者の増加の
影響もあり、すこやか健診の受診者数はコロ
ナ禍までの水準よりも増加した。特に個別健
診は増加傾向が続いている。
・特定健診の受診者数は令和５年度以降、減
少傾向が続いている。国保被保険者の減少の
影響もある。
・健診予約システムを導入し、健診申込の利
便性を高め、受診者が受診日時を調整しやす
い体制を整えた。
・１度に複数の健診が受診できる総合健診の
体制を継続し、受診者の負担軽減を図ってい
る。
・集団健診に参加しにくい方は、常に通院し
ているかかりつけ医の所で個別健診の受診が
できた。
・健診後の事業展開として、結果報告会や健
康相談を実施。必要な者に対して特定保健指
導、低栄養予防事業（保健事業と介護予防の
一体的事業）の利用につなげ、生活習慣病の
予防やフレイル予防を行った。

・生活習慣病の発症予防、重症化予防のため
に受診者が健診の結果に基づいた必要な精密
検査が速やかに受けられるよう健康相談や勧
奨通知を実施し、生活習慣の改善や早期発見
の方法などを広く周知をすることで市民の健
康増進の支援に努める。
・新規受診者を増やすための４０歳個別勧奨
通知や、市民課と連携し国民健康保険新規加
入者への受診勧奨等を充実させる。
・健診受診率を向上させるため、健診の申込
方法が分かりやすく簡単便利になるように申
込用紙の個別化、予約システムで集団健診と
個別健診の同時申込み実施の継続、健診コー
ルセンターの充実を図っていく。
・各種健診に関する広報を充実させる。。
・総合健診として全ての健診を同日に受診で
きる体制を維持する。
・かかりつけ医で受診できるよう医療機関に
ポスター掲示するなど、個別健診の案内を丁
寧に行う。

・健幸ポイント事業参加者数
 R6:1,907人　　　　　　　※R6:新規　638人
 R7:2,134人（計画2,607人）※R7:新規　511人
※ICTを活用した健幸ポイント事業への参加を促し、機会
がある度に運動への取組の勧奨を行う。健康づくりに関係
する事業の参加についてもポイントを付与することで、事
業参加を促す。
・健幸アンバサダー養成講座　1/30開催予定　
　（健幸アンバサダー252人登録）
・健幸ポイントマイスター交流会 1回実施 延10人　　

・他課・他機関の健康づくりに関する事業参
加でも健幸ポイントが付くようにし、多方面
から市民の健康づくりにアプローチすること
ができた。
・健幸ポイント事業に参加している健幸アン
バサダーのうち、「健幸マイスター」には市
内送信拠点でサポートをしていただいた。
「健幸マイスター」同士の交流会ができ、市
民同士の運動意識の向上に向けての取組が実
施できた。

・健幸ポイントの付与を通じて、多方面から
市民の健康づくりを促す。
・健幸アンバサダー(※正しい健康情報の発信
を行うインフルエンサー）を養成し、健康無
関心層に対しても健康に関する知識や運動の
方法を広めていただき、幅広い年齢層での健
康づくりに取り組めることを目指す。
・健幸ポイントマイスターについても、主体
的に活動できるよう、育成・広報を行ってい
く。

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標２】　健康で生き生きと暮らせるまちづくり

取組内容

５
、
健
康
づ
く
り
・
介
護
予
防
の
推
進

（１）健康管理・健康
づくり

○『健幸都市宣言』の理念や『南丹市健康
増進・食育推進計画』に基づく健康寿命の
延伸、健康づくりや介護予防への取組

○各種健康診査・がん検診の実施

○なんたん健幸ポイント事業を通じた健康
づくり

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

健幸まちづく
り課
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標２】　健康で生き生きと暮らせるまちづくり

取組内容

①介護予防普及啓発事業 ・介護予防サポーター養成講座
　　参加人数  13人（計画:6回ｼﾘｰｽﾞ　20人）(R6:18人）
・介護予防サポーターフォローアップ研修
　　参加人数　（1回目）50人、（2回目）39人
・住民主体の体操教室
　　R7:実施箇所　　　  11箇所（計画:12箇所）
　　（内訳：園部2、八木2、日吉2、美山5箇所）
　　参加実人数　 　249人（計画：305人）
　　サポーター数 　 52人（計画：65人）
・高齢者体力測定会
　　実施箇所　　 　  4箇所（計画:2箇所）
　　参加人数　　 　102人（計画: 90人）（R6:101人）
・介護予防サポーターの出前講座
　　開催回数　　     3回（計画：10回）　（R6:3回）　　　
・市民健診の結果報告会　
   参加人数　　661人（計画:730人）(R6:727人）

①健診結果報告会、サロン活動等で、保健
師・栄養士等による生活改善のアドバイスを
実施した。
・市民自らが主体的に地域で介護予防に取り
組めるよう、介護予防サポーターを養成し
た。養成者に対して実際に地域で活動できる
ようフォローアップ研修等の支援を行った。
・養成講座の修了者については、各地区の住
民主体の体操教室で自主的にリーダーとして
参加し体操教室の運営に熱心に取り組まれて
いた。
・介護予防サポーター養成講座の修了者を地
域のサロンへ講師として派遣し、運動等の指
導を行うことができた。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・市民健診の結果報告会、サロン活動への介
入等で保健師・栄養士等による生活改善のア
ドバイスを実施する。
・地域における住民主体の介護予防活動が活
発に発展するよう、関係団体と連携し介護予
防活動の育成・支援をする。
・住民主体の体操教室（元気アップ体操教
室）を継続した活動につなげていくためにも
リーダーの育成を行う。
・体操教室のリーダー数を維持するため、
フォローアップ研修を継続すると共に、リー
ダーと関係団体との情報共有をこまめにし、
適宜必要な支援が行えるようにしていく。

健幸まちづく
り課

②地域介護予防活動支援事業 ・事業実施団体　7団体
　　（内訳：園部4、日吉3）

②地域の通いの場として、体操等を含めた介
護予防活動を定期的（２週間に１回程度）に
開催した団体に対し、補助金を交付すること
で、介護予防の場の確保し、住民主体の活動
を支援する。
・日常生活圏域間で実施状況の偏りや、未実
施の地域もあるため、事業内容の周知を強化
する必要がある。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・未実施地域の解消を目指し、生活支援コー
ディネーターと連携をしながら、事業実施に
向けを地域等で働きかけを行うとともに、事
業の広報を強化していく。
・事業実施団体に対し、現地域内での活動の
拡大や他の地域での事業開始を促していく。

高齢福祉課

③地域リハビリテーション活動支援事業 ・地域リハビリテーション南丹圏域連絡会
　　令和8年1月21日開催（予定）
　　※事務局：南丹保健所

評価【Ｂ】
計画を下回
る

・地域ケア会議、サービス担当者会議、住民
主体による通いの場等で理学療法士などのリ
ハビリ専門職による助言が得られるよう関係
機関との連携を図る。

高齢福祉課

<ハイリスクアプローチ＞
・糖尿病性腎症重症化予防プログラム実践者数
　　　　　　　　　　　　　2人
・高血圧未受診者対策で医療につながった人の割合
　　　　　　　　　　　　　67.2％（計画：20% ）
・健康状態不明者の状態把握
　　　　　　　　　　　　　93.1%（計画：95% ）

＜ポピュレーションアプローチ＞
・フレイル予防教室　12箇所（計画：25箇所 ）

●後期高齢者の健康課題を把握した個別支援
・健診・医療・介護のデータや後期高齢者の
質問票等から健康課題を把握し、低栄養、筋
力低下、口腔機能低下等による心身の機能低
下の予防、生活習慣病等の重症化予防を行う
ため、かかりつけ医と連携しながら訪問相
談・保健指導を実施した。
・高血圧未治療者対策は、結果報告会後、受
診の見られない方に電話で受診勧奨し、7割近
くの人をその後の受診につなげることができ
た。
・ＫＤＢデータから抽出した直近の２年間に
おいて、介護・医療保険の利用がなく、かつ
健診を受けていない方に対して、包括支援セ
ンターと訪問調査を行い、支援が必要な方へ
の支援を行うことができた。
●通いの場等での健康教育・健康相談
・フレイル予防教室のチラシを作成し、通い
の場等に参加案内を行った。
・地域の健康課題をもとに、通いの場等にお
いてフレイル予防の普及啓発活動や健康教
育・健康相談を実施した。

（注釈）
〔ＫＤＢ：ケーディービー〕 
　国保データベースの略。国保連合会が保有する健
診・医療・介護の各種データを利活用して、統計情報
や健康に関するデータを作成し、提供する。
　ＫＤＢの活用により、地域の健康状態の把握、健康
課題の明確化、保健事業の効果的な実施等が可能に
なるとされている。
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（２）介護予防・重度
化防止の推進

（３）後期高齢者の特
性を踏まえた健康づく
り（保健事業と介護予
防の一体的実施）

●後期高齢者の健康課題を把握した個別支
援

●通いの場等での健康教育・健康相談

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・事業開始以降、徐々に対応する事業の項目
を広げてきたが、今後は、後期高齢者の健康
支援をより充実させてながら取組を維持して
いく。
・健康状態不明者に対しては、包括支援セン
ターと初回訪問から活動を一緒に行い情報共
有をしていくことで、医療または福祉のいず
れの支援を必要としているか見極めやすく、
具体的な支援にもつなげやすいので継続して
いく。今後も保健事業と福祉サービスの両方
の視点から、何らかの支援を必要としながら
も、何も利用できていない人の状況を把握
し、介護予防活動へつなぐことで重症化を予
防していく。
・高齢者をはじめ、高齢者を支える世代にも
フレイル予防の重要性を意識付ける取組を検
討、実施に努める。
・包括支援センター、生活支援コーディネー
ターとの連携を密にし、関係機関との調整を
積極的に行いながら取組を進めていく。
・生活習慣病の発症予防と合わせて、重症化
予防の取組が必要であり、医療機関と連携し
た取組を実施する。
・ＫＤＢデータ等を活用し、データに基づい
た健康課題を抽出しながら、今後も取組を進
める。

健幸まちづく
り課
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標２】　健康で生き生きと暮らせるまちづくり

取組内容

〇高齢者福祉センターの活用 ・こむぎ山健康学園利用者数
　　R6:2,948人
　　R7:2,204人（R7.12末）
・八木老人福祉センター利用者数　　
　　R6:8,384人
　　R7:6,094人（R7.12末）
・美山高齢者コミュニティセンター利用者数
　　R6:4,135人
　　R7:3,294人（R7.12末）

・全体的な利用者数は減少傾向にあるもの
の、従前からのサークル活動を継続されてお
り、高齢者等の地域活動拠点としての役割を
果たしている。
・各施設について、安定的に利用ができるよ
う、優先順位を見極めながら必要な修繕を実
施することができた。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・今後も高齢者の各種相談に応じたり、活動
場所としての提供を行う。
・施設の老朽化により、各施設で故障が発生
しているが、必要な修繕を実施し、高齢者の
健康福祉の拠点を維持していきたい。 高齢福祉課

〇ボランティア等活動の支援・人材育成

〇サロン活動の推進

・社会福祉協議会登録ボランティア団体数
　　R5:86団体、R6:77団体
    R7:83団体
・社会福祉協議会登録ボランティア数
　　R5:775人、R6:890人
　　R7:734人
・社会福祉協議会登録サロン数
　　R5:107団体、R6:110団体
　　R7:111団体

・社会福祉協議会を通じ、ボランティア団体
やサロン団体への支援を行った。
・コロナ禍の終了でボランティア活動やサロ
ン活動の再開や開催回数が増加し、参加人数
も増加した。
・サロン開催回数の増加や他団体との連携を
目指して、競技形式で開催している『みんな
でなんたんグランプリ』などを広報紙「サロ
ンメイト」で取り上げ、参加意識の高揚を
図った。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・交流会や体験会などを継続実施する。
・地域からの相談を直接聞き、ニーズを把握
しながら関係者に働きかけることで活動を起
こす機会とし、参加者が増えるための取り組
みを行う。
・「やってみよう」という思いを後押しでき
るよう、具体的な開催内容を提案することで
開催頻度をあげ、地域交流機会の増加を目指
す。
・『みんなでなんたんグランプリ』の結果を
住民にお知らせするとともに表彰し、サロン
活動の様子を広く住民に啓発する。

福祉相談課

●高齢者の学習機会の提供 ・「学びの南丹」延べ参加者数 787人
　　高齢者数 262人（参加率 33.3％）

・おもな実施事業
　映画鑑賞（なんたんむ～び～）
　人権教育講座　・視覚障害者成人講座
　講座（和菓子作り、日本画、音楽教室）
　郷土資料館事業（陶芸体験、しめ縄づくり）
　図書館事業（おはなしライブ、編み物教室）

・「学びの南丹」は、参加対象を高齢者に限
定せず、事業内容を多様に設定することに
よって世代間の交流が可能になり、結果とし
て参加意欲を高めることができた。
・高齢者の参加割合が全体の３分の１を占め
ていて、高齢者の学習意欲が高いという結果
になった。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・引き続き、幅広い年齢層が参加できる事業
を社会教育施設を中心に展開する。

社会教育課

●老人クラブ活動の支援 ・南丹市老人クラブ連合会加入単位クラブ団体数
　　R6:50クラブ
　　R7:47クラブ

・補助金交付実績
　　単位老人クラブ　　　 47クラブ　　　　　
　　老人クラブ連合会　　  1連合会

・老人クラブに対する助成・連合会事務局等
の支援を継続しているが、会員や単位クラブ
の減少が続いている。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・老人クラブの活動は、高齢者の活力増進に
つながる活動の一つであり、今後も継続・維
持していくことを目指し、クラブ運営に対す
る助成と支援を行っていく。
・高齢者社会が進む中、高齢者自身が地域の
担い手になることが期待されており、老人ク
ラブに対して担い手としての視点でも、事業
を実施されるよう働きかけていく。

高齢福祉課

（２）高齢者の就業機
会の拡大

〇シルバー人材センター ・シルバー人材センター登録者数　
　　R6:553人
　　R7:522人（R7.12末）

・シルバー人材センターへの補助金交付を通
じて、高齢者の雇用確保機会の促進ができ
た。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・今後も、高齢者が社会参加できる場の確保
のため、シルバー人材センターの運営に対し
て支援を行っていく。

高齢福祉課

６
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
な
ど
に
よ
る
生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

（１）生きがいづくり
の推進
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

（１）認知症高齢者を
支える地域づくり

①認知症サポーター養成講座

②認知症カフェ等の居場所への参加促進

③南丹市徘徊ＳＯＳ「つながろう南丹ネッ
ト」

・認知症サポーター養成人数
　　R6:376人　　　
    R7:221人（包括実施分）
　　　 122人（その他実施分）
　　　 計343人
・市内認知症カフェ　5箇所
・南丹市徘徊SOS「つながろう南丹ネット」
　〈事前登録者数（新規登録数）〉
　　　R6: 9人
　　　R7: 5人
　〈協力事業所新規登録数〉　2箇所
　〈協力事業所数〉
　　　R6:205箇所
　　　R7:207箇所

①昨年度に引き続き、園部小学校、明治国際
医療大学、京都中部医療センター看護専門学
校、京都医療科学大学等の児童・生徒に向け
て認知症サポーター養成講座を実施し、認知
症に対する正しい理解を広げる機会となっ
た。
②市内認知症カフェは、当事者やその家族等
が気兼ねなく交流ができる場所として、それ
ぞれのペースで開催されている。
③包括支援センターを中心に徘徊の心配のあ
る家庭に声をかけ、新規の徘徊ＳＯＳ事前登
録につなげた。また、新規協力事業所の登録
を実施した。
　なお、今年度も市内の行方不明者に対する
ＦＡＸ送信は実施していない。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・引き続き市内サポーターの養成に努め、認知
症に対する正しい理解を広めることで、認知症
なってもいつまでも暮らし続けられる地域の構
築を目指す。
・認知症カフェについては、事業所からの相談
に応じたり、必要に応じて助言や情報提供を
行っていく。
・徘徊SOSについては、現時点での実働は無
い。引き続き事前登録および協力事業所の登録
を促し、関係機関との連携に努めていく。

高齢福祉課

（２）認知症施策推進
体制の強化

①認知症地域支援推進員 ・なんたんオレンジガーデニングプロジェクト
　小・中・高校生と連携した各種事業（種まき、認知症ク
イズ、寄せ植え体験等）の開催
　認知症対応型GHで作成した作品展（9/16～30）
・啓発ライトアップ　9/2～30　国際交流会館
・本人ミーティング（陶芸教室）5/15、11/20
                　 （囲碁）6/30、7/31
・認知症にやさしい図書館
　　9～12月（1か月ごとに各町図書館で開催）
　　20の提案BOX設置　
・その他、当事者・家族・事業所への支援

①オレンジガーデニングプロジェクトに多く
の方に参画いただき、ライトアップ等の活動
を通じて、認知症への正しい理解の啓発を実
施することができた。
・本人ミーティングや家族支援を行うこと
で、認知症当事者への支援につながった。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・認知症に対する正しい理解を広めるととも
に、認知症当事者や家族の思いを取り入れた認
知症施策が展開できるよう、今後も積極的な啓
発と情報収集を行う。

高齢福祉課

（３）認知症初期集中
支援事業の推進

○認知症初期集中支援事業の実施
　（認知症初期集中支援チーム）

・認知症初期集中支援チーム対応件数（新規対応）
　　R6:2件
　　R7:1件

・令和6年度継続対象者及び令和7年度新規対
象者への対応を行った。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・引き続き、様々な理由や事情から集中的な支
援を必要としている方に対し、有効な支援を
行っていく。

高齢福祉課

（１）高齢者虐待防止
対策の推進

〇高齢者虐待に関する正しい理解の促進

〇虐待の未然防止、早期発見・早期対応

〇虐待への対応

・高齢者虐待防止ネットワーク会議　1回
　　令和7年3月6日開催予定

・高齢者虐待相談件数　7件（うち、5件虐待認定）

・研修会への参加（京都中部医療センター）
　　令和7年9月2日開催

・市内で起こっている高齢者虐待ケースにつ
いて、ネットワーク会議で情報共有を行い、
地域の様々な関係者が高齢者虐待にどう対応
できるかを検討する。
・高齢者虐待通報に伴い必要に応じてコア会
議を開催した。関係機関が連携し、適切な対
応を行い、高齢者と養護者への支援を行っ
た。
・病院職員を対象に高齢者虐待防止をテーマ
に研修会を実施し、高齢者虐待に遭遇した場
合の対応方法等の理解につなげることができ
た。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・高齢者虐待防止のため、危険性が高いケース
の早期発見に努め、必要に応じて、関係者と課
題解決に向けて協議しながら対応していく。
・認知症等に関する相談窓口の啓発や、介護負
担の軽減など必要な支援を行い、虐待を受けた
人とした人、それぞれの心のケアに努める。

高齢福祉課

（２）老人保護措置制
度の活用

〇老人保護措置制度の適切な活用 ・老人福祉法に基づく措置対象者　　2人
　令和7年度入退所者数　入所者:　0人
　　　　　　　　　　　 退所者:　1人　※12月末　　　　　 　

・老人福祉法に基づく措置が必要と考えられ
る方への支援を実施した。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・引き続き必要な支援を実施していく。

高齢福祉課

（３）成年後見制度の
利用促進・啓発

〇相談・支援体制の充実、関係機関との連
携強化

〇制度の周知・啓発

・成年後見制度に関する相談件数　20件（延べ26件）
・成年後見制度後見人等報酬助成　18件
・市民後見人フォローアップ研修　 2回
　　令和7年7月17日開催（第1回）
　　令和7年11月12日開催（第2回）
・成年後見支援者向け研修会　　　 1回
　　令和7年11月12日開催
・権利擁護ネットワーク協議会　 　1回
　　令和7年12月9日開催

・権利擁護・成年後見センター(福祉相談課
内）では成年後見制度に関する相談対応、申
立て支援、市民後見人支援を実施した。
　また、センターの新たな取組として、民生
児童委員、行政機関、専門職、地域の金融機
関などを招き、地域の権利擁護課題に対する
意見交換を目的とした協議会を開催し、関係
機関との連携強化に努めた。
・広報・啓発として市ホームページの活用、
関係機関の窓口にチラシ等の設置、研修会を
実施した。

評価【Ａ+】
計画を上回
る

・市民、支援者に向けて更なる理解を深めるた
めの広報、啓発を実施する。
・制度利用の検討段階から支援できる相談体制
と支援チームのコーディネートに取り組む。
・専門相談・相談窓口の周知を図り、アウト
リーチによる相談も実施する。
・地域性を反映した権利擁護支援ネットワーク
の構築と推進に向けて関係機関との協議を継続
的に実施する。
・本人や関係者からの相談に必要なコーディ
ネートに取り組み、専門職団体、関係機関との
連携強化を図る。
・市民後見人の活動に対して支援する。
・市民後見人及び候補者に対して、制度の担い
手としてモチベーション維持・質の担保を目的
として研修を実施する。
・地域共生社会の実現の観点からも、市民後見
人養成について権利擁護の担い手として多様な
「市民後見」のあり方に配慮した養成講座を実
施する。

福祉相談課

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標３】　互いに認め合い尊厳を守るまちづくり

取組内容

７
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

９
、
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

（１）介護予防サービ
スの取組

①訪問介護相当サービス

②訪問型サービスＡ（くらし安心サポート
事業）

③訪問型サービスＤ

④通所介護相当サービス

⑤その他のサービス

①訪問介護相当サービス　利用者数　延 1,154人
②訪問型サービスＡ　    利用者数　　　　3人
③訪問型サービスＤ　　　利用者数　　　 82人
　　　　　　　　　　　　事業者数　　　 12団体
④通所介護相当サービス　利用者数　延 2,177人

①必要なサービス量は確保しているもの
の、前年度（延1,627人）と比較して利用者
は減少傾向となっている。
②利用者数は前年度と比較して減少傾向と
なっている。
③利用者数は前年度と比較して減少傾向と
なっているが、利用実績としてはほぼ横ば
い傾向である。※１団体減
④必要なサービス量は確保しているもの
の、前年度（延2,724人）と比較して利用者
は減少している。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

①必要なサービス量を確保をするとともに、
利用を促し在宅生活の継続を支援する。
②今後も自立した在宅生活を支えていくた
め、必要なサービスを提供する。
③生活支援サービスの一つとして需要が高い
事業であり、引き続き必要なサービスを提供
できるようにする。Ｄ事業に取り組む団体が
増えるよう関係機関と連携する。
④必要なサービス量を確保をするとともに、
利用を促し介護予防につなげる。

高齢福祉課

（２）家族介護者の支
援

①介護用品支援事業

②家族介護者交流事業

③家族介護慰労事業

①介護用品支給事業助成件数
　　R6:13件　　
　　R7: 4件
②南丹市介護者家族の会合同交流会を実施
　　令和7年11月11日　参加者　35人
③家族介護慰労事業助成件数
　　R6: 0件
　　R7: 0件
④介護者家族の会活動助成　4団体

①③制度についての案内を市広報に掲載し
周知しているが、①については、今年度に
新規申請された方は０人であった。③につ
いても申請者が０人となっている。

②家族介護者交流事業として、介護者家族
の会合同交流会を実施した。
　第１部を講演会、第２部を交流会とし、
会員の情報交換及び交流を深めた。

④家族会においては、会員の高齢化等で会
員数は減少傾向にある。会員のうち、ＯＢ
会員の占める割合が高くなってきており、
介護者家族同志のつながりを必要とする人
にどのように周知し、会員を増加していく
かが課題となっている。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・介護者家族の心身の健康を維持し、介護情
報の共有を図るためにも介護者家族同士の交
流は有意義である。また、家族会の自主的な
活動に対して支援する。
・介護用品支給事業については、段階的に上
限の見直しを実施する。
・引き続き、介護者家族の会と連携した交流
会事業の充実、事業展開を進めることが必要
であり、交流会の開催を継続する予定であ
る。
　※８年度は、第１部に映画上映を実施予定

高齢福祉課

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標４】　住み慣れた地域で暮らし続けられるまちづくり

取組内容

10
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（１）在宅福祉サービ
スの充実

①外出支援サービス事業

②あんしん見守りシステム事業

③高齢者等除雪対策事業

④食の自立支援サービス

⑤住宅改修支援事業

①外出支援サービス延べ利用件数
　　R6:10,833件
　　R7: 5,028件（R7.9末）
　　　　　　〔社 協〕4,331件
　　　　　　〔ｼﾙﾊﾞｰ〕　697件
②あんしん見守りシステム設置者数
　　R6:76人
　　R7:64人
③高齢者等除雪対策事業登録者数
　　R6:195人
　　R7:159人
④食の自立支援サービス延べ提供食数
　　R6:34,397食
　　R7:15,858食（R7.9末）
⑤住宅改修支援事業助成件数
　　R6: 9件
　　R7:15件

①④適正なサービス提供のため、高齢者等
生活支援事業申請があった場合は、その都
度申請者宅に伺い、アセスメントを実施し
ている。また、制度利用者に対しては実態
把握事業を実施し、その結果によりサービ
スの利用調整と継続の適否について審査を
行うことができた。

③サービスを必要とされている方へ適切な
提供を実施しているが、委託事業者がサー
ビス提供を行うための人員確保に苦慮して
いる。今年度一部地域については、例年委
託している事業者が確保できなかったため
登録者数が減少したが、民生児童委員等に
事業者として協力してもらった。事業者自
体も高齢化しており、今後も人員の確保が
課題となってくる。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・高齢者がいつまでも安心して地域で暮らし
続けるために必要不可欠な事業であり、高齢
者の安心・安全にかかわる事業でもあること
から継続して進めていく。
・今後安定したサービス提供が行えるようよ
う、一部の事業では制度内容の更新や料金の
見直しを行いながら、持続可能なサービスの
提供を目指す。

高齢福祉課
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

（１）施設・居住系
サービス

○施設系サービス

○居住系サービス

［うち、地域密着型サービス］

〈施設系・居住系サービス共通〉
・本計画期間での新規整備・増床計画はなく、計画どおり実績な
し。

［うち、地域密着型サービス］
・本計画期間での新規整備・増床計画はなく、計画どおり実績な
し。

・新規整備の実績はないが、現状の定員数を
確保し、安定したサービスを提供することが
できた。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・次年度での施設整備計画はないが、住宅型有
料老人ホームの整備が見込まれるため、将来を
見据えた必要なサービス量を把握する。
・施設等が安定してサービスを提供できるよう
に、事業所の意向も踏まえつつ介護人材確保等
の取組を継続していく。

高齢福祉課

（２）在宅サービス ○在宅サービス

［うち、地域密着型サービス］

〈在宅サービス、地域密着型サービス共通〉
・本計画では、現在のサービス供給体制の維持を基本としてお
り、新規事業所の整備の実績はなし。
・通所介護（デイサービス）について、事業所を休止され、同一
法人が運営する地域密着型通所介護と統合することにより、通所
介護（通常規模型 定員30人）へ転換された。
・また、別の既存の通所介護（デイサービス）において、定員の
増減がなされ、地域密着型通所介護（定員18人以下）へ転換され
た。

・通所介護、地域密着型通所介護において定
員の増減、事業所の休止はあったものの、在
宅サービスの供給体制は一定維持すできてい
るものと考える。
・訪問介護等の訪問系サービスについては、
現状のサービス量は確保できているが、利用
者の減少、介護従事者の高齢化、減少等の課
題が顕著になってきた。今後、高齢者ができ
る限り住み慣れた自宅での生活を継続できる
よう、改めてサービスの利用状況や夜間帯に
おけるサービスのニーズを把握し、これに対
応していく必要がある。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・現在のサービス供給量を維持を基本とし、安
定的なサービスを提供する。
・上記の住宅型有料老人ホームの整備と併せ訪
問系サービスの開設が見込まれる。
・ケアマネジャーへのアンケート調査等を実施
し、在宅サービスの利用状況や夜間帯のサービ
スを必要とする方の実態などを把握し、サービ
スの拡充等を検討する。

高齢福祉課

（１）介護人材確保の
取組

●採用活動の支援

●人材の掘り起こし

●関係機関との連携

・「南丹市福祉職場就職フェア」の開催
　　令和7年7月12日（南丹市国際交流会館）
　　市内13法人の出展　※高齢・障害福祉サービス
　　求職者　8人参加
　　採用人数　2人（うち1名正職員）

・介護職員初任者研修受講者支援事業　0件
　〈対象となる研修〉
　　○介護職員初任者研修　　　　　　0件
　　○介護護福祉士実務者研修　　　　0件
　　○介護支援専門員実務研修　　　　0件

・奨学金返還支援、家賃補助事業
　　○福祉人材奨学金返還支援助成金　0件
　　○福祉人材確保支援家賃補助金　　0件

〈就職説明会〉
【南丹市福祉職場就職フェア】
・（福）京都府社会福祉協議会 京都府福祉人
材・研修センターの協力の下、前年度に続き
市内会場で開催した。学生等も参加しやすく
するため、本年度も７月開催とした。
・人材センターを通じた求職者への開催案
内、チラシの全戸配布、駅やスーパーマー
ケット等でのポスター掲示など広報にも力を
入れたが、参加者は昨年度より増加したもの
の少ない状況である。
・しかしながら、本年度は初めて採用まで
至ったケースがあったことから、継続してき
た効果がでてきたものと考えている。
【FUKUSIHI就職フェア】
・京都丹波福祉職場応援プロジェクト促進会
議（事務局：南丹保健所）に参画し、南丹地
域を対象とした福祉職場の就職説明会（会
場：亀岡市、R7.10.11)開催に係るチラシの各
戸配布、CATV放送等、広報に協力した。

・既存事業は継続して実施する予定をしてい
る。
・各事業や制度において、利用実績が低調なも
のから、事業者ニーズに合った事業の実施や支
援内容が実現できるよう、制度の見直しについ
て検討する。
・事業者との意見交換等を行い、事業者のニー
ズを反映できるように努める。

〈介護職員初任者研修受講者支援事業〉
・本年度実績無し（R7.12月時点）
・介護従事者の確保、キャリアアップのため
継続して実施していく。
〈奨学金返済支援、家賃補助事業〉
・特に人材を必要とする施設系サービスを運
営する法人を対象に、新規採用した正職員へ
の助成を目的とした事業であるが、これまで
制度の利用実績はない。
・求職者が市内事業所を選択するきっかけと
なるような制度への見直しが課題である。

（２）やりがいのある
職場づくり

●人材育成

●介護現場の魅力発信

●介護現場の生産性の向上と職場環境の
整備

〔（１）の再掲〕
・介護職員初任者研修受講者支援事業　0件
　〈対象となる研修〉
　　○介護職員初任者研修　　　　　　0件
　　○介護護福祉士実務者研修　　　　0件
　　○介護支援専門員実務研修　　　　0件
・介護保険処遇改善加算の取得状況
　22法人中、21法人が取得済み
　※本加算の対象事業所を運営する法人を集計した。

・介護職員処遇改善加算は、加算対象事業所
を運営する法人のほとんどが取得しており、
介護従業者の賃金改善や人材育成等につな
がった。
・介護の職場を知っていただく、魅力を発信
する取組について、教育機関や関係機関との
連携ができなかった。
・事業所の届出等の電子化、関係書類の簡素
化等により、事業所の事務軽減につなげてい
きたい。

評価【Ｂ】
計画を下回
る

・福祉職場を知っていただく取組について、教
育機関等との連携方法について、市教育委員会
担当課等と協議していく。
・事業所の事務軽減となるよう、事業所の電子
申請等を促す。
・介護現場での介護ロボットやＩＣＴの導入状
況を把握し、府とも連携しながら労働負担の軽
減に向けた支援策を講じていく。

高齢福祉課

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標５】　介護サービス基盤の安定・強化

取組内容
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評価【Ｂ】
計画を下回
る

高齢福祉課
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標５】　介護サービス基盤の安定・強化

取組内容

（１）介護保険制度の
理解の醸成

○介護保険制度等の啓発 〈継続〉
・新規資格取得者（65歳到達者、転入者）へ制度周知パンフレッ
ト（小冊子）を送付
・保険料通知に合わせ、保険料チラシを送付
・窓口でのガイドブックの設置、配付
・市ホームページ、お知らせ版での情報提供の実施
・出前講座等による市高齢者福祉施策の説明

・市役所窓口で相談を受ける際には、ガイド
ブックを活用して丁寧な説明に努めた。
・包括支援センターと連携し、各種講習会等
でガイドブックを配布していただくなど制度
の周知強化に取り組んだ。
・市民からの依頼により、市の出前講座にお
いて、南丹市の介護保険制度の説明を行っ
た。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・高齢者やその家族など、年齢を問わず介護保
険制度等の理解の醸成を目指して、各種行事で
の啓発活動や出前講座を行うとともに、制度変
更にも都度対応し、より理解しやすい周知資料
を作成する。
・地域包括支援センターをはじめ、成年後見セ
ンターなど相談窓口や関係機関の周知も強化し
ていく。

高齢福祉課

（２）適正な介護認定
審査会の運営

〇認定審査の平準化等

○認定事務等の効率化

〈介護認定審査会〉
・開催回数　65回（12月末）
・府介護認定平準化研修
　　令和7年12月～令和8年1月（動画研修）　
　　※介護認定審査会委員・審査会事務局が参加

〈認定事務等の効率化〉
　介護認定申請から認定決定までの期間を短縮できるよう事務手
法の見直しに取り組んだ。

・審査会委員に各種研修を受講いただくこと
で、委員及び事務局員の平準化に対する意識
を高めることにつながった。
・事務の効率化について、認定申請から認定
決定までの期間を短縮するため、認定関係書
類（主治医意見書・認定調査）の両方が揃う
ことを待たず、提出された時点で確認作業を
行い、審査会資料のスムーズな作成に努め
た。
※効果の度合については、今後の検証が必要
である。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

高齢福祉課

（３）介護給付等の適
正化への取組（介護給
付適正化計画）

①要介護認定の適正化

②ケアプランの点検
　（※住宅改修等の点検を含む）

③医療情報との突合・縦覧点検

④給付実績の活用（市独自事業）

〈介護給付適正化計画〉
・認定調査事後点検件数　       R6:1,702件（計画:2,200件）
　　　　　　　　　　　　       R7:1,309件（計画:2,000件）
　　　　〃　　　実施率　       R6:100％（計画:100％）
　　　　　　　　　　　　       R7:100％（計画:100％）
・ケアプラン点検の事業所数　   R6:4事業所（計画:4事業所）
　　　　　　　　　　　　　　   R7:4事業所（計画:4事業所）
　　　　〃　　　自主点検率     R6:21％（計画:60％)
　　　　　　　　　　　　　　   R7:27％（計画:60％)
・住宅改修・福祉用具点検実施率 R6:100％（計画:100％）
　　　　　　　　　　　　　　　 R7:100％（計画:100％）
　　　　〃　　　現地調査件数　 R6:4件（計画:5件）
　　　　　　　　　　　　　　　 R7:4件（計画:5件）
・リハビリ専門職の関与件数     R6:30件（計画:20件）
　　　　　　　　　　　　　　   R7:30件（計画:20件）
・医療情報との突合・　         R6:12回（計画:各12回）
　　　      縦覧点検回数  　　 R7:12回（計画:各12回）
・給付実績の活用回数　　　  　　　　 R6:2回（計画:3回）
　（※市介護給付適正化支援システム） R7:2回（計画:3回）

・「介護給付適正化計画（R6～R8）」及び適
正化事業への具体的な取組手法を示した「介
護給付適正化実施計画」に基づき、各事業に
取り組んだ。
・ケアプラン点検では、毎年同じ講師の先生
に委託していたが、今年度講師を変更し、
違った切り口で点検を実施してもらえるよう
取り組んだことで、本市の適正化事業の効果
を高めることにつながった。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・第９期から見直された、国が示す主要３事業
について、確実に実施する。
・事業の推進にあたっては、利用者の自立支援
に向けた適切なサービスが提供されているかに
重点を置き、審査・点検を行う。
・市独自の取組として、「介護給付適正化実施
計画」により、様々な角度から給付適正化を進
めていく。

高齢福祉課
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

基本
施策

令和７年度実施内容
（令和７年１２月末現在）

令和７年度
実施結果に係る評価

担当課評価
(令和７年度)

令和８年度（計画最終年度）に向けた
取組・対応策等

参考

南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画　進捗管理シート（令和７年度　中間）

【基本目標５】　介護サービス基盤の安定・強化

取組内容

●サービス事業者への指導・助言 ・指導事業所数　　　R6: 7事業所（計画:7事業所）
　　　　　　　　　　R7: 6事業所（計画:6事業所）
　　　　　　　　　　　　※介護予防を含む。2月末

・集団指導実施回数　R6:2回（計画:2回 書面開催）
　　　　　　　　　　R7:1回（計画:2回）
　　　　　　　　　　※地域密着型サービス事業所並びに
　　　　　　　　　　　居宅介護支援事業所を対象に、資
　　　　　　　　　　　料の公開という形で実施

●サービス事業者への指導・助言
・市の指導権限がある事業所に対し、集団指
導を実施（資料の公開）し、運営基準、人員
基準や業務管理体制の整備等についての内容
を中心に伝達することで、事業所の適正運営
に努めた。
・事業所を訪問しての運営指導においても、
令和6年度の基準の改正事項を中心に確認を行
い、事業所の協力のもと、概ね計画どおり実
施できた。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・指導担当職員の資質向上のため、研修受講を
継続し、計画的に運営指導を行う。
・集団指導は今年度は資料の公開という形式で
実施したが、集合開催を基本としつつ、オンラ
イン等の参加しやすい手法も検討するととも
に、必要に応じて、事業所との意見交換等を含
めたより効果的な指導となるよう内容を工夫し
ていく。

高齢福祉課

●ケアマネジャーの育成、質的向上 ・ケアマネ連絡会実施回数　R6:4回（計画：4回）
　　　　　　　　　　　　　R7:3回（計画：4回）
　　　　　　　　　　　　　※5･8･11･2月(予定)に開催
・ケアマネ研修会実施回数　R6:1回（計画：1回）
　　　　　　　　　　　　　R7:1回（計画：1回）
　　令和7年10月22日開催
　　参加者　50人
　　内　容　「成年後見制度について」

・ケアマネ事例検討会　4回
　　　　　　　　　　　※6･9･12･3月(予定)に開催

●ケアマネジャーの育成、質的向上
〈ケアマネ連絡会〉
・主任ケアマネジャーが中心となり、会議
（研修）のテーマ・内容を検討し運営した。
各回40人以上の参加があり、会議等を通じて
ケアマネジャーの資質向上と情報連携を図る
ことができた。市内ケアマネジャーの研修の
場と定着している。

〈ケアマネ研修会〉
・ケアマネジャーが担当する身寄りのない高
齢者の判断能力が低下した際、必要となる権
利擁護支援等について、講義・グループワー
クを実施し、有意義な研修となった。

〈ケアマネ事例検討会〉
・市内各地区で実施。各地区のケアマネ
ジャーが、実際の困難事例等を提供し、参加
者で意見交換、対応方法等の検討をし、資質
の向上につなげることができた。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・引き続き、対象者が参加しやすく継続して開
催できるよう、開催方法や日程調整を行う。
・研修会のテーマ等については、ケアマネ
ジャーが日々抱える課題の解決に向けた内容や
対象者の意向も踏まえて設定し、今後もケアマ
ネジャーの育成・資質向上を目指す。

高齢福祉課

●介護サービス相談員の派遣によるサー
ビスの質の向上

・派遣事業所数　R6:9事業所（計画:10事業所）
                R7:7事業所（計画:10事業所）
・派遣回数　　　R6:72回（計画:156回）
                R7:52回（計画:156回）

●介護サービス相談員の派遣によるサービス
の質の向上
・新型コロナウイルス感染症の影響から、受
け入れ不可だった施設も、令和６年度に引き
続き訪問再開することができた。
　一部の施設では受け入れ不可が続いてお
り、施設内で再開時期を検討いただいてい
る。

評価【Ａ】
概ね計画ど
おり

・次年度も現在訪問を再開できている事業所
は、引き続き訪問できる見込みではあるが、各
事業所の動向を見定めつつ、訪問活動の継続及
び訪問事業所の増加に向けた取組を進めてい
く。 高齢福祉課
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（４）介護サービスの
質の向上
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南丹市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（R6～8年度）

《第９期評価基準》

○一次評価：定量的要件と定性的要件を総合的に判断し、業務担当課が行う。

　⇒進捗管理シートの内容により、高齢福祉課が業務担当課と調整し、南丹市役所としての評価とする。

○二次評価：南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会に自己評価の内容を報告し、委員会での意見を踏まえて最終的な評価とする。

総合評価 評価基準・状態像 項目 比較対象 状態の目安（程度）

定量的項目
計画目標値　
（目標値がない項目は、前年度実績値）

定性的項目 事業実施結果（成果）、取組姿勢等

定量的項目
計画目標値　
（目標値がない項目は、前年度実績値）

定性的項目 事業実施結果（成果）、取組姿勢等

定量的項目
計画目標値　
（目標値がない項目は、前年度実績値）

定性的項目 事業実施結果（成果）、取組姿勢等

定量的項目
計画目標値　
（目標値がない項目は、前年度実績値）

定性的項目 　事業実施結果（成果）、取組姿勢等

　　　

（注）母数が少ない施策もあるため、単に割合で評価するのではなく取組姿勢等を含め、総合的な判断をする。　　　　

Ａ+
計画値や前年度を上回る結果。
十分な成果があった。

事業取組状況等の達成度が、１００％超

Ａ
概ね計画どおりの結果。
（計画値や前年度の取組と概ね同じ水
準で実施できた。）

計画目標値（前年度実績値）や事業取組状況の
達成度が、概ね、８０％～１００％

Ｂ
計画値や前年度を下回る結果。
取組にも不十分な点があった。

事業取組状況等の達成度が、５０～７９％

Ｃ
計画値や前年度を大きく下回る結果
（又は未実施の状況）。
取組に改善を必要とする点が多い

事業取組状況等の達成度が、５０％未満


